
� � (毎週月･水･金曜日発行)

�
�
�
�
�
�

�
�
	
�


�

�
	

�
�

�
�
�
�
�
�


�

目

次

告

示

○
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

図
書
類
の
指
定

青
少
年
・

男
女
共
同

参

画

課

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

健
康
福
祉

政

策

課)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

(

同

)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

(

高
齢
福
祉

保

険

課)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

(

同

)

…

�

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(
障
害
福
祉
課)

…

�

○
漁
業
の
許
可
等
の
申
請
期
間

(
水
産
振
興
課)

…

�

○
道
路
の
区
域
の
変
更

(

道

路

課)

…

�

○
道
路
の
供
用
の
開
始

(

同

)

…

�

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

(

県
民
生
活

文

化

課)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

(

商
工
政
策
課)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

(

農
村
整
備
課)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
八
百
九
号

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

(

昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号)

第
十
二
条

第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
図
書
類
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
十
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報平成24年11月19日 月曜日 第3619号�

指
定
番
号

種
別

名

称

発

行

者

(

製
作
者)

名

該
当
条
項

����	

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

十
二
月
号

〇
一
八
〇
五
―
一
二

鉄
人
社

書
籍

青
森
県
青
少
年

健
全
育
成
条
例

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
該
当

����


Ｅ
Ｘ

Ｍ
Ａ
Ｘ
！

十
二
月
号

〇
二
〇
九
一
―
一
二

ぶ
ん
か
社

�����

ｍ
ｉ
ｎ
ｉ
パ
ラ

十
二
月
号

〇
八
四
九
三
―
一
二

竹
書
房

�����

微
熱
Ｓ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
Ｒ
デ
ラ
ッ
ク
ス十
二
月
号

〇
七
六
八
九
―
一
二

セ
ブ
ン
新
社

�����

コ
ミ
ッ
ク
ア
ク
ア

｢

Ａ
Ｑ
Ｕ
Ａ｣十
二
月
号

一
三
八
〇
三
―
一
二

オ
ー
ク
ラ
出
版

�
�
�
�



� �

青
森
県
告
示
第
八
百
十
一
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
十
二
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
十
三
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
十
四
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

廃
止
年
月
日

碇
ヶ
関
調
剤
薬
局

平
川
市
碇
ヶ
関
鯨
森
五
五
の
二
七

平
成
��

･

�･

��

名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

指
定
年
月
日

碇
ヶ
関
調
剤
薬
局

い
ち
ご
薬
局
八
戸

日
赤
前
店

平
川
市
碇
ヶ
関
鯨
森
五
五
の
二
七

八
戸
市
大
字
田
面
木
字
堤
下
一
二
の
三

平
成
��･

��･

�

��･

��･

�

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
三

笠
パ
ー
ト
ナ

ー
ズ

平
川
市
本
町
北
柳

田
一
の
一
五

福
祉
用
具

貸
与

株
式
会
社
三

笠
パ
ー
ト
ナ

ー
ズ

平
川
市
本
町
北
柳

田
一
の
一
五

平
成

��

･

��･

��

株
式
会
社
三

笠
パ
ー
ト
ナ

ー
ズ

平
川
市
本
町
北
柳

田
一
の
一
五

特
定
福
祉

用
具
販
売

株
式
会
社
三

笠
パ
ー
ト
ナ

ー
ズ

平
川
市
本
町
北
柳

田
一
の
一
五

〃

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
三

笠
パ
ー
ト
ナ

ー
ズ

平
川
市
本
町
北
柳

田
一
の
一
五

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

株
式
会
社
三

笠
パ
ー
ト
ナ

ー
ズ

平
川
市
本
町
北
柳

田
一
の
一
五

平
成

��

･

��･

��

株
式
会
社
三

笠
パ
ー
ト
ナ

ー
ズ

平
川
市
本
町
北
柳

田
一
の
一
五

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

株
式
会
社
三

笠
パ
ー
ト
ナ

ー
ズ

平
川
市
本
町
北
柳

田
一
の
一
五

〃

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

い
ち
ご
薬
局
八
戸

日
赤
前
店

八
戸
市
大
字
田
面
木
字
堤
下
一
二
の
三

平
成
��･

��･

�

� �
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青
森
県
告
示
第
八
百
十
五
号

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
一
号)

第
八
条
第
二
項

(

同
規
則
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
、
小
型
機
船

底
び
き
網
漁
業
に
つ
き
、
そ
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間
を
次
の
よ
う
に
定
め
た

の
で
、
同
規
則
第
八
条
第
三
項(

同
規
則
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

平
成
二
十
五
年
一
月
四
日
か
ら
同
月
十
四
日
ま
で

備
考

一

漁
業
種
類

手
繰
第
二
種
漁
業
の
う
ち
、
う
に
び
き
網
漁
業

二

操
業
区
域

東
共
第
二
十
五
号
、
東
共
第
二
十
七
号
、
東
共
第
二
十
九
号
及
び
東
共
第
三
十

一
号
の
各
漁
業
権
漁
場
の
区
域

三

操
業
期
間

平
成
二
十
五
年
二
月
一
日
か
ら
同
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

四

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
船
舶
の
隻
数
の
最
高
限
度

百
四
十
一
隻

青
森
県
告
示
第
八
百
十
六
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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３ ２ １ 図
面
番
号

県

道

県

道

国

道

道
路
の

種

類

折
茂
上
北
町

停
車
場
線

三
沢
七
戸
線

一
〇
一
号

路
線
名

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
南
家
裏
一
四
の
二
九
か
ら

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
南
平
二
の
四
九
ま
で

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
南
家
裏
一
四
の
七
五
か
ら

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
南
平
二
の
二
二
ま
で

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
下
淋
代
二
二
の
一
か
ら

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
下
淋
代
六
の
三
ま
で

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
下
淋
代
二
一
の
一
か
ら

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
下
淋
代
一
六
の
一
ま
で

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
松
神
字
下
浜
松
三
三
の
五
か
ら

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
松
神
字
中
浜
松
二
〇
五
の
一
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 前 後 前 前 後 前 前
変
更
の

前
後
別

一
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
二
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
八
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
〇
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
七
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
四
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
一
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
三
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
五
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
七
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
五
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

二
五
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
五
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
五
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
三
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
三
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
三
三
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

七
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

八
〇
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

七
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考
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青
森
県
告
示
第
八
百
十
七
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
三
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
資
源
循
環
型
社
会
発
信
地
域
創
造
グ
ル
ー
プ

三

代
表
者
の
氏
名

柏
谷

富
紀
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

上
北
郡
横
浜
町
字
横
浜
六
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
再
生
資
源
化
、
処
分
等
に
関
し
、
こ
れ
ら
の
減
量
及

び
十
分
な
利
用
等
の
促
進
を
行
う
と
と
も
に
、
地
球
環
境
へ
の
有
害
物
質
の
、
検
査
及
び
不
法
な

投
棄
を
防
止
す
る
た
め
の
監
視
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
資
源
循
環
型
社
会
の
健
全
な
育
成
を

は
か
り
、
地
球
環
境
の
保
全
及
び
人
類
の
幸
福
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
青
森
福
祉
住
環
境
生
活
サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト

三

代
表
者
の
氏
名

成
田

敏
隆

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
三
内
字
丸
山
一
八
三
の
一
九

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
青
森
県
を
基
盤
と
し
て
高
齢
者
や
障
害
者
に
対
し
て
住
み
や
す
い
住
環
境
と
暮

ら
し
や
将
来
の
不
安
解
消
に
つ
い
て
体
系
的
に
提
案
し
、
各
種
の
専
門
職
と
連
携
を
と
り
な
が
ら

適
切
な
支
援
活
動
を
行
い
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
り
、
広
く
社
会
福
祉
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
三
沢
七
戸

線

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
下
淋
代
二
二
の
一
か
ら

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
下
淋
代
六
の
三
ま
で

平
成
��･

��･

��

県
道
折
茂
上
北

町
停
車
場
線

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
南
家
裏
一
四
の
二
九
か
ら

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
南
平
二
の
四
九
ま
で

〃

� �
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の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
森
・
川
・
海
の
環
境
保
全
ネ
ッ
ト
八
戸

三

代
表
者
の
氏
名

篠
原

光
宏

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
根
城
八
丁
目
六
の
一
一
株
式
会
社
近
田
会
計
事
務
所
内

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
八
戸
市
及
び
周
辺
地
域
の
住
民
に
対
し
て
、
森
・
川
・
海
を
は
じ
め
と
す
る
自

然
環
境
の
保
全
活
動
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
地
域
社
会
全
体
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
一
月
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
め
ー
り
ん
ご
ネ
ッ
ト

三

代
表
者
の
氏
名

清
藤

浩
之

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平
川
市

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
の
持
つ
豊
か
な
生
活
文
化
や
四
季
の
う
つ
ろ
い
を
感
じ
さ
せ
る
自
然
の
美

し
さ
な
ど
の
資
源
を
活
用
し
、
観
光
・
交
流
・
体
験
の
地
域
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
組
織
と
し
て
活
動

す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

コ
メ
リ
パ
ワ
ー
五
所
川
原
店

五
所
川
原
市
大
字
唐
笠
柳
字
藤
巻
七
一
四
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
コ
メ
リ

新
潟
県
新
潟
市
南
区
清
水
四
五
〇
一
の
一

代
表
取
締
役
社
長

捧
雄
一
郎

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
五
所
川
原
市
役
所
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２

期
間

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
九
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
五
所
川
原
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

コ
メ
リ
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
青
森
階
上
店

三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
天
当
平
一
の
四
七
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
コ
メ
リ

新
潟
県
新
潟
市
南
区
清
水
四
五
〇
一
の
一

代
表
取
締
役
社
長

捧
雄
一
郎

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
階
上
町
役
場

２

期
間

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
九
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
階
上
町
役
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

五
所
川
原
市
及
び
青
森
市
が
行
っ
た
次
の
地
域
に
係
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
国
土
調
査

法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
し
た
の
で
、
同
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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市

町

村

名

大

字

名

小

字

名

五
所
川
原
市

飯
詰

影
日
沢
の
一
部

石
田
の
一
部

青
森
市

細
越

外
長
沢
の
一
部

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


